
規

則 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
の
二
中
「
及
び
埼
玉
学
園
」
を
削
る
。 

別
表
第
一
専
決
事
項
の
欄
中
第
七
十
八
号
を
第
七
十
九
号
と
し
、
第
六
十
五
号
か
ら
第
七
十
七

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
欄
第
六
十
四
号
中
「
第
七
十
五
号
」
を
「
第
七
十
六
号
」
に

改
め
、
同
号
を
同
欄
第
六
十
五
号
と
し
、
同
欄
中
第
六
十
三
号
を
第
六
十
四
号
と
し
、
第
十
五
号

か
ら
第
六
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
欄
第
十
四
号
中
「
第
六
十
三
号
」
を
「
第
六

十
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
十
五
号
と
し
、
同
欄
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
四 

職
員
の
在
宅
勤
務
に
関
す
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
中
第
十
九
号
を
削
り
、
第
二
十
号
を

第
十
九
号
と
し
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
二
十
六

号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
五
号
と
す
る
。 

               

二
十
六 

埼
玉
県
土

砂
の
堆
積
に
よ
る

土
壌
の
汚
染
の
防

止
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
四
年
埼

玉
県
条
例
第
六
十

四
号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
条

例
」
と
い

う
。
）

及
び
埼
玉
県
土
砂

の
堆
積
に
よ
る
土

壌
の
汚
染
の
防
止

に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
（
平
成
十

 

１ 

条
例
第
六
条
第
一
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
基

づ
き
、
有
害
物
質
に
よ

る
人
の
健
康
に
係
る
被

害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が

な
い
旨
の
確
認
を
す
る

こ
と
。 

２ 

条
例
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
調
査
の
結

果
の
届
出
を
受
理
す
る

こ
と
。 

３ 

条
例
第
七
条
第
三
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
許

可
等
の
処
分
そ
の
他
の

 

 

 

 

 

 

 

１ 

条
例
第
六
条
第
二
項
又
は
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
砂

の
堆
積
の
停
止
を
命
じ
、
又
は

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と

を
命
ず
る
こ
と
。 

２ 

条
例
第
九
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
。 

３ 

条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
そ
の
職
員
に
事
務

所
等
に
立
入
検
査
を
さ
せ
、
土

砂
を
収
去
さ
せ
、
又
は
関
係
者

に
質
問
を
さ
せ
る
こ
と
。 

４ 

委
任
さ
れ
た
事
務
又
は
専
決

 

 



                 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
二
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。 

               

四
年
埼
玉
県
規
則

第
百
十
九
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
規
則
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務 

 

行
為
に
係
る
土
砂
の
堆

積
の
届
出
を
受
理
す
る

こ
と
。 

４ 

規
則
第
四
条
第
一
項

第
一
号
ヌ
の
規
定
に
基

づ
き
、
調
査
が
必
要
と

認
め
る
物
質
を
通
知
す

る
こ
と
。 

５ 
規
則
第
四
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
調
査
方
法
を
通
知

す
る
こ
と
。 

６ 

規
則
第
六
条
第
十
九

号
の
規
定
に
基
づ
き
、

同
号
に
規
定
す
る
事
業

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
。 

 

す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
に
関

し
て
立
入
検
査
を
す
る
職
員
に

対
し
、
条
例
第
十
条
第
二
項
に

規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書

を
交
付
す
る
こ
と
。 

 

二
十
六 

埼
玉
県
土

砂
の
排
出

、
た
い

積

等
の
規
制
に
関

す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

（
令
和
七
年
埼
玉

県
条
例
第
●
●
●

号
）
附
則
第
二
項
、

第
三
項
及
び
第
五

項
か
ら
第
七
項
ま

で
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
改
正
前
の
埼
玉

 

１ 

旧
条
例
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

変
更
の
届
出
を
受
理
す

る
こ
と
。 

２ 

旧
条
例
第
十
一
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
届
出

の
内
容
を
通
知
す
る
こ

と
。 

３ 

旧
条
例
第
十
三
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
完
了

等
の
届
出
を
受
理
す
る

こ
と
。 

４ 

旧
条
例
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

 

 

 

  

１ 

旧
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置

を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る

こ
と
。 

２ 

旧
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
当
該
勧
告
に

従
わ
な
か
つ
た
場
合
に
そ
の
旨

を
公
表
す
る
こ
と
。 

３ 

旧
条
例
第
二
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
土
砂
搬
入

禁
止
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
。 

４ 

旧
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
し
た

土
砂
搬
入
禁
止
区
域
を
公
示
す

 

 



                                  

 

県
土
砂
の
排
出
、

た

い
積
等
の
規
制

に
関
す
る
条
例
（
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「

旧
条
例
」
と

い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務 

 

土
砂
の
た
い
積
に
係
る

変
更
の
許
可
を
す
る
こ

と
。 

５ 

旧
条
例
第
十
九
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
旧
条
例
第
十
八
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

許
可
に
条
件
を
付
す
る

こ
と
。 

６ 
旧
条
例
第
二
十
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
変
更

の
届
出
を
受
理
す
る
こ

と
。 

７ 

旧
条
例
第
二
十
一
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
許

可
を
取
り
消
す
こ
と
。 

８ 

旧
条
例
第
二
十
四
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
着

手
の
届
出
を
受
理
す
る

こ
と
。 

９ 

旧
条
例
第
二
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
同
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
受
理
す
る
こ

と
。 

 
 

旧
条
例
第
二
十
六
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
調

査
の
結
果
の
届
出
を
受

理
す
る
こ
と
。 

 

 
 

旧
条
例
第
二
十
七
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
完

了
等
の
届
出
を
受
理
す

る
こ
と
。 

 

る
こ
と
。 

５ 

旧
条
例
第
三
十
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
土
砂
搬
入
禁

止
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
こ

と
。 

６ 

旧
条
例
第
三
十
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
旧
条
例
第
二

十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
解
除
し
た
旨
を
公
示
す
る

こ
と
。 

７ 

旧
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項 

又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、 

土
砂
の
た
い
積
の
中
止
を
命
じ
、

又
は
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

８ 

旧
条
例
第
三
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
必
要
な
措

置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す

る
こ
と
。 

９ 

旧
条
例
第
三
十
二
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
勧
告

に
従
わ
な
か
つ
た
場
合
に
そ
の

旨
を
公
表
す
る
こ
と
。 

 
 

旧
条
例
第
三
十
三
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
報
告
又
は
資
料
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
。 

 
 

旧
条
例
第
三
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
職
員

に
事
務
所
等
に
立
入
検
査
を
さ

せ
、
土
砂
を
収
去
さ
せ
、
又
は

関
係
者
に
質
問
を
さ
せ
る
こ
と
。 

 
 

委
任
さ
れ
た
事
務
又
は
専
決

す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
に
関

し
て
立
入
検
査
を
す
る
職
員
に
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11 
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別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
福
祉
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中
あ
を
あ
と
し
、

同
欄
あ
中
「
第
八
十
一
条
の
三
」
を
「
第
八
十
一
条
の
四
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、

同
欄
中
あ
か
ら
あ
ま
で
を
あ
か
ら
あ
ま
で
と
し
、
同
欄
あ
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・

就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
中
あ
か
ら
あ
ま
で
を
あ
か
ら
あ
ま

で
と
し
、
あ
を
あ
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

あ 

法
第
五
十
五
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る

こ
と
。 

あ 

法
第
五
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
被
保
護
者
に
つ
い
て
、
そ
の
氏

名
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
特
定
被
保
護
者
対
象
事
業
を
実
施
す
る
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
等
に
通
知
す
る

こ
と
。 

あ 

法
第
五
十
五
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を

行
つ
た
旨
を
当
該
通
知
に
係
る
特
定
被
保
護
者
に
通
知
す
る
こ
と
。 

あ 

法
第
五
十
五
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
被
保
護
者
対
象
事
業
の
利
用
の

状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
自
立
を
助
長
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
福
祉
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中
あ
を
あ
と
し
、

あ
を
あ
と
し
、
あ
を
あ
と
し
、
同
欄
あ
中
「
被
保
護
者
で
あ
つ
て
、
特
定
教
育
訓
練
施
設
に
確
実

に
入
学
す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
に
対
し
て
、
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付

金
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
中
８
か
ら
あ
ま
で
を
９
か
ら
あ
ま
で
と
し
、
７
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

８ 

法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
調
整
会
議
を
組
織
す
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
福
祉
事
務
所
長
の
項
第
六
号
委
任
事
務
の
欄
５
中
「
若
し
く
は

第
九
条
第
一
項
」
を
「
、
第
九
条
第
一
項
」
に
、
「
、
施
行
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

施
行
令
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
施
行
令
附
則
第
八
条
第
五
項
」
を
「
又
は
施
行
令

第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
令
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
６

中
「
、
第
三
十
七
条
第
六
項
、
施
行
令
附
則
第
八
条
第
六
項
又
は
施
行
令
附
則
第
九
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
施
行
令
附
則
第
八
条
第
六
項
」
を
「
又
は
第
三
十
七
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同

欄
９
中
「
、
施
行
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
令
第
十
七
条
た
だ
し
書
、
施
行
令
附

則
第
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
令
第
十
七
条
た
だ
し
書
又
は
施
行
令
附
則
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
令
第
十
七
条
た
だ
し
書
」
を
「
又
は
施
行
令
第
三
十
八
条
に
お
い

て
準
用
す
る
施
行
令
第
十
七
条
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
欄
あ
中
「
、
施
行
令
第
三
十
八
条
に
お

 
 

 
 

対
し
、
旧
条
例
第
三
十
四
条
第

二
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す

証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
。 
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い
て
準
用
す
る
施
行
令
第
十
九
条
第
一
項
、
施
行
令
附
則
第
八
条
第
七
項
、
施
行
令
附
則
第
八
条

第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
令
第
十
九
条
第
一
項
、
施
行
令
附
則
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
施
行
令
附
則
第
八
条
第
七
項
又
は
施
行
令
附
則
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
施

行
令
第
十
九
条
第
一
項
」
を
「
又
は
施
行
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
令
第
十
九
条

第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
、
施
行
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
施

行
令
第
十
六
条
、
施
行
令
附
則
第
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
令
第
十
六
条
（
第
一
号

及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
施
行
令
附
則
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
施

行
令
第
十
六
条
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
「
又
は
施
行
令
第
三
十
八

条
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
令
第
十
六
条
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
」
を
削
り
、
同
表
保
健
所
長
の
項
第
八
号
委
任
事
務
の
欄
あ
中
「
別

表
第
十
七
第
九
号
ハ
」
を
「
別
表
第
十
七
第
九
号
ニ
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄

あ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

あ 

施
行
規
則
別
表
第
十
七
第
九
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
保
健
用
食
品
及
び
機
能
性
表

示
食
品
に
係
る
健
康
被
害
の
発
生
及
び
拡
大
の
お
そ
れ
が
あ
る
旨
の
情
報
の
提
供
を
受
け
る

こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
南
部
保
健
所
長
、
春
日
部
保
健
所
長
、
狭
山
保
健
所
長
及
び
熊

谷
保
健
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
並
び
に
総
合
衛
生
管
理
製
造
過
程
の
承
認
を
受

け
た
施
設
」
を
削
る
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄
９
中
「
第
十

五
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
専
決
事
項
の
欄
あ
中
「
第

五
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
９
中

「
第
五
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
９
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄

８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

９ 

法
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
に
係
る
原
状
回
復
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
違
反
転
用
者
等
が
当
該
命

令
に
従
わ
な
か
つ
た
旨
及
び
当
該
命
令
に
係
る
土
地
の
地
番
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
表
す

る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八

号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
二
十
一
号
専
決
事
項
の

欄
中
「
第
十
七
条
の
五
十
六
第
四
項
」
を
「
第
十
七
条
の
六
十
四
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
二
十
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
県
土
整
備
事
務
所
長
の
項
第
二
号
中
「
鉄
道
線
路
の
道
路
へ

の
敷
設
許
可
手
続
を
定
め
る
政
令
」
を
「
鉄
道
線
路
の
道
路
へ
の
敷
設
の
許
可
手
続
を
定
め
る
政

令
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
十
三
号
を
削
り
、
第
二
十
四
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
二
十
五
号
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を
第
二
十
四
号
と
し
、
同
項
第
二
十
六
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
国
土
交
通
省
所
管
国
有
財
産
取

扱
規
則
」
の
下
に
「
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
訓
令
第
六
十
一
号
）
」
を
加
え
、
同
号
委
任
事

務
の
欄
中
「
第
三
十
三
条
の
三
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
、
「
の
設
置
を
決
定
す
る
」
を
「
を
設

置
す
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
五
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
七
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、

第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
西
関
東
連
絡
道
路
建
設
事
務

所
長
の
項
第
三
号
及
び
同
表
総
合
治
水
事
務
所
長
の
項
第
七
号
中
「
第
三
十
三
条
の
三
」
を
「
第

二
十
九
条
」
に
、
「
の
設
置
を
決
定
す
る
」
を
「
を
設
置
す
る
」
に
改
め
、
同
表
建
築
安
全
セ
ン

タ
ー
所
長
の
項
第
六
号
委
任
事
務
の
欄
５
中
「
第
十
八
条
第
二
十
四
項
第
一
号
」
を
「
第
十
八
条

第
三
十
八
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
欄
中
あ
を
あ
と
し
、
あ
か
ら
あ
ま
で
を
あ
か
ら
あ
ま
で
と
し
、

あ
を
あ
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

あ 

施
行
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模

の
模
様
替
が
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
こ
と
。 

あ 

施
行
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模

の
模
様
替
が
通
行
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
六
号
委
任
事
務
の
欄
中
あ
を
あ
と

し
、
あ
か
ら
あ
ま
で
を
あ
か
ら
あ
ま
で
と
し
、
あ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

あ 

法
第
十
八
条
第
十
八
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
四
並
び
に
第
八
十
八

条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
を

受
け
た
者
か
ら
審
査
報
告
書
（
施
行
令
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に

施
行
細
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
設
備
並
び
に
施
行
令
第
百
三
十
八
条
第

二
項
各
号
に
規
定
す
る
工
作
物
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
理
す
る
こ
と
。 

あ 

法
第
十
八
条
第
十
九
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
四
並
び
に
第
八
十
八

条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
確
認
済

証
（
施
行
令
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
施
行
細
則
第
三
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
設
備
並
び
に
施
行
令
第
百
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
工

作
物
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
交
付
を
受
け
た
建
築
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に

適
合
し
な
い
と
認
め
る
旨
を
国
の
機
関
の
長
等
及
び
指
定
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
こ
と
。 

あ 

法
第
十
八
条
第
二
十
七
項
（
法
第
八
十
七
条
の
四
並
び
に
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
を
受
け
た
者
か
ら
完
了

検
査
報
告
書
（
施
行
令
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
施
行
細
則
第
三

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
設
備
並
び
に
施
行
令
第
百
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
規

定
す
る
工
作
物
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
理
す
る
こ
と
。 

あ 

法
第
十
八
条
第
三
十
六
項
（
法
第
八
十
七
条
の
四
及
び
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
を
受
け
た
者
か
ら
中
間
検
査
報
告
書
（
施
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行
令
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
施
行
細
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
建
築
設
備
並
び
に
施
行
令
第
百
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
工
作
物
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
理
す
る
こ
と
。 

あ 
法
第
十
八
条
第
三
十
九
項
（
法
第
八
十
七
条
の
四
及
び
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
を
受
け
た
者
か
ら
仮
使
用
認
定
報
告
書

（
施
行
令
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
施
行
細
則
第
三
条
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
建
築
設
備
並
び
に
施
行
令
第
百
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
工
作

物
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
理
す
る
こ
と
。 

あ 

法
第
十
八
条
第
四
十
項
（
法
第
八
十
七
条
の
四
及
び
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
仮
使
用
認
定
通
知
書
（
施
行
令
第
百
四
十
六
条

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
施
行
細
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
設

備
並
び
に
施
行
令
第
百
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
工
作
物
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
交
付
を
受
け
た
建
築
物
が
法
第
七
条
の
六
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基

準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
旨
を
国
の
機
関
の
長
等
及
び
指
定
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
こ

と
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
十
六
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
第

一
号
）
」
の
下
に
「
の
施
行
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
委
任
事
務
の
欄
１
中
「
第
八
条
」

を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
欄
３
中
「
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
十
二
条
第

四
項
」
を
「
第
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
十
二
条
第
五
項
」
を
「
第
十
一
条
第

五
項
」
に
改
め
、
同
欄
６
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
７

中
「
第
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
８
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」

を
「
第
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄
９
中
「
第
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
十
二
条
第
六
項
」

に
改
め
、
同
欄
あ
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
あ
中
「
第

十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
中
あ
か
ら
あ
ま
で
を
削
り
、
同
欄
あ

中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
特
定
建
築
物
等
に
」
を
「
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
建
築
物
等
に
」
に
、
「
特
定
建
築
物

等
を
」
を
「
当
該
建
築
物
等
を
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
あ
中
「
第
十
七
条
第

二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
中
あ
か
ら
あ
ま
で
を

削
り
、
同
欄
あ
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」

に
、
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、

同
欄
あ
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
（
法
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
（
法
第
三

十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
あ
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第

三
項
（
法
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
法
第
三
十
一
条
第
二
項
」
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に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
あ
中
「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
改
め
、

同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
あ
中
「
第
三
十
八
条
」
を
「
第
三
十
三
条
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を

同
欄
あ
と
し
、
同
欄
あ
中
「
第
三
十
九
条
」
を
「
第
三
十
四
条
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と

し
、
同
欄
中
あ
か
ら
あ
ま
で
を
削
り
、
同
欄
あ
中
「
第
六
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
四
条
第
二

項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
あ
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に

改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
あ
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
二
十
八
条
」
に
改
め
、
同

欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

                          

 

長所ータンセ全安築建越川  
 

宅
地
造
成
及
び
特

定
盛
土
等
規
制
法
（
昭

和
三
十
六
年
法
律
第

百
九
十
一
号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て「
法
」

と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務
（
都

市
計
画
法
第
二
十
九

条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

埼
玉
県
川
越
建
築
安

全
セ
ン
タ
ー
所
長
が

許
可
し
た
開
発
行
為

に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

１ 

法
第
十
八
条
第
一
項
又
は

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
中
間
検
査
を
す

る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
八
条
第
二
項
又
は

第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
中
間
検
査
合
格

証
を
交
付
す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
十
九
条
第
一
項
又
は

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
定
期
の
報
告
を

受
理
す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
二
十
条
第
二
項
又
は

第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
工
事
主
等
に
対

し
、
災
害
防
止
措
置
を
と
る

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

５ 

法
第
二
十
条
第
三
項
又
は

第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
土
地
所
有
者
等

に
対
し
、
当
該
土
地
の
使
用

を
禁
止
し
、
若
し
く
は
制
限

し
、
又
は
相
当
の
猶
予
期
限

を
付
け
て
、
災
害
防
止
措
置 

を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

６ 

法
第
二
十
条
第
四
項
又
は  
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第
三
十
九
条
第
四
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
工
事
主
等
に
対

し
て
工
事
の
施
行
の
停
止
を

命
じ
、
又
は
工
事
に
従
事
す

る
者
に
対
し
て
工
事
に
係
る 

作
業
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。 

７ 

法
第
二
十
二
条
第
二
項
又

は
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
土
地
の
所
有

者
、
管
理
者
、
占
有
者
、
工

事
主
又
は
工
事
施
行
者
に
対

し
、
擁
壁
等
の
設
置
又
は
改

造
そ
の
他
宅
地
造
成
等
に
伴

う
災
害
の
防
止
の
た
め
必
要

な
措
置
を
と
る
こ
と
を
勧
告

す
る
こ
と
。 

８ 

法
第
二
十
三
条
第
一
項
又

は
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
土
地
所
有
者

等
に
対
し
、
擁
壁
等
の
設
置

若
し
く
は
改
造
、
地
形
若
し

く
は
盛
土
の
改
良
又
は
土
石

の
除
却
の
た
め
の
工
事
を
行

う
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

９ 

法
第
二
十
三
条
第
二
項
又

は
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
土
地
所
有
者

等
以
外
の
者
で
宅
地
造
成
等

に
関
す
る
不
完
全
な
工
事
そ

の
他
の
行
為
を
し
た
も
の
に

対
し
、
擁
壁
等
の
設
置
若
し

く
は
改
造
、
地
形
若
し
く
は

盛
土
の
改
良
又
は
土
石
の
除

却
の
た
め
の
工
事
を
行
う
こ

 

 

 



                     

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の

表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所

長
の
項
の
次
に
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
七
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

と
を
命
ず
る
こ
と
。 

あ 

専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る

事
項
に
関
し
、
法
第
二
十
四

条
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

職
員
に
立
入
検
査
を
さ
せ
る

こ
と
。 

あ 

専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る

事
項
に
関
し
、
法
第
二
十
五

条
又
は
第
四
十
四
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
報
告
を
求
め
る

こ
と
。 

あ 

専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る

事
項
に
関
し
て
立
入
検
査
を

す
る
職
員
に
対
し
、
法
第
七

条
第
一
項
（
法
第
二
十
四
条

第
二
項
及
び
法
第
四
十
三
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二

項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す

証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
。 
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